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アンケート実施中！

https://p.sokai.jp/2335/

ご出席の際は、裏表紙のご案内をご確認いただき、ご来場ください。
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開催情報
■日時

2019年6月26日（水曜日）
開会　午前10時（午前9時受付開始）

■場所
東京都品川区北品川5丁目5番15号
大崎ブライトコア 3階

「大崎ブライトコアホール」

■決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

第47回定時株主総会
招集ご通知

株主総会当日はお土産をご用意しておりますが、ご提出の議決権行使書の
枚数にかかわらず、ご来場の株主様お一人につき１つとさせていただきます。

（証券コード 2335）



皆様には、平素より株式会社キューブシステムをお引き
立ていただき、誠にありがとうございます。
第47回定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。

当社は1972年に創立以来、高度・多様化する顧客のIT化
ニーズに柔軟に対応し、最適なシステムソリューション・
サービスのご提供に努めてまいりました。
近年は、中長期経営ビジョンのもと、SI・サービス提供型ビ
ジネスの拡大を図るとともに、新たなサービスメニュー
の創出/サービスビジネスの展開を通じ顧客ビジネスの
発展に貢献し、顧客価値の最大化に取り組んでまいりま
した。
今後も、常に高い信頼を得る顧客の“ベストパートナー”
を目指し、高付加価値なサービスの提供と企業競争力の
強化を図ってまいります。
当社グループは、あらゆるステークホルダーに対する責
任を意識し、皆様方のご期待にお応えするよう企業価値
の向上に努める所存です。
皆様におかれましては、より一層のご理解とご支援を賜
りますよう何卒お願い申しあげます。

東京都品川区大崎二丁目11番1号

株式会社キューブシステム
代表取締役 社長　﨑山　收

第47回定時株主総会招集ご通知
2019年6月10日

株主の皆様へ
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　当社第47回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2019年6月25日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただくか、当社の指定する議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）より議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。



1 日 時 2019年6月26日（水曜日） 午前10時（午前9時受付開始）
2 場 所 東京都品川区北品川5丁目5番15号

大崎ブライトコア 3階 「大崎ブライトコアホール」
3 目 的 事 項 報告事項 1.第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役７名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件

4 議決権の行使に
ついてのご案内 3頁～4頁記載の「議決権の行使についてのご案内」をご参照ください。

以　上

・第47回定時株主総会招集ご通知提供書面のうち、「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cubesystem.co.jp/ir/stock/
stock_info/soukai/）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。

・第47回定時株主総会招集ご通知提供書面に含まれる連結計算書類および計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人
が監査をした対象の一部であります。
・株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は修正後の事項を、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.cubesystem.co.jp/）に掲載させていただきます。

https://www.cubesystem.co.jp/ir/IR・財務情報             

インターネットによる開示について
　本招集ご通知の内容については、早期に情報を提供する観点から、本通知発行前に当社ウェブサイトに開示いたしました。
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XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

株主総会参考書類（P5−11）をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申しあげます。
議決権のご行使には以下の3つの方法がございます。

インターネットによる議決権行使
当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、
2019年6月25日（火曜日）午後5時30分までにご行使ください。
詳しくは、右記をご覧ください。

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
2019年6月25日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。
詳しくは、下記をご覧ください。

POST
議決権行使書

株主総会への出席による議決権行使
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、第47回定時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使に必要となる、
ログインIDと仮パスワードが記載されています。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

●全員賛成の場合
●全員否認する場合
●一部の候補者を
　否認する場合

「賛」の欄に○印
「否」の欄に○印
「賛」の欄に○印をし、否認する

候補者の番号をご記入ください。

第2号議案

●賛成の場合
●否認する場合

「賛」の欄に○印
「否」の欄に○印

第1号議案

●賛成の場合
●否認する場合

「賛」の欄に○印
「否」の欄に○印

第3号議案

（ご参考）

見本
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　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえご行使いただきますようお願い
申しあげます。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不
要です。

以　上

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

●郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただ
きますのでご了承ください。

●インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマー
トフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

「新しいパスワード」
を入力

「送信」をクリック

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

QRコードを用いたログインは1回
に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用い
ずに議決権を行使する場合は、下記の「ログ
インID・仮パスワードを入力する方法」をご
確認ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック

2

議決権行使書副票
（右側）に記載のQR
コードを読み取って
ください。

1 以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

2

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027（通話料無料／受付時間午前9時～午後9時）
システム等に関するお問い合わせ  

インターネットによる議決権行使のお手続きについて
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株主総会参考書類
議案および参考事項

　当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりと
いたしたいと存じます。

配当に関する事項
　当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しており、業績向上に邁
進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。
　配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として連結配
当性向35％を目安に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

第1号議案 剰余金処分の件

（参考）配当金、配当性向および純資産配当率の推移
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　 1株当たり普通配当金　　　 1株当たり記念配当金 　　 配当性向　　　　　純資産配当率

4.2

37.0

4.54.24.44.63.74.03.3

39.435.832.435.2
42.7

48.951.2

1 配当財産の種類 金銭

2 配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式
配当総額

1株につき金16円
222,784,080円

3 剰余金の配当が効力を生じる日 2019年6月27日

（注） 1．配当金は、2011年4月1日の1：1.5の株式分割および2014年10月1日の1：2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
 2．2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出し

ております。
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第2号議案 取締役7名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（7名）は任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含
む取締役7名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 年　齢 当社における地位 候補者属性 取締役会出席回数

1 﨑
さ き

山
や ま

　　收
おさむ

満68歳 代表取締役社長 再 任 14
14回

2 栃
と ち

澤
ざ わ

　正
ま さ

樹
き

満66歳 取締役専務執行役員 再 任 14
14回

3 飯
い い

田
だ

賢
け ん

一
い ち

郎
ろ う

満46歳 取締役専務執行役員 再 任 14
14回

4 山
や ま

岡
お か

　一
か ず

裕
ひ ろ

満50歳 取締役常務執行役員 再 任 14
14回

5 内
う ち

田
だ

　敏
と し

雄
お

満65歳 取締役 再 任 14
14回

6 関
せ き

端
ば た

　広
ひ ろ

輝
き

満48歳 社外取締役
再 任   独 立

社 外
14

14回

7 椎
し い

野
の

　孝
た か

雄
お

満64歳 社外取締役
再 任   独 立

社 外
14

14回

（注）各候補者の年齢、当社における地位は本総会時のものであります。

再 任 再任取締役候補者　　 社 外 社外取締役候補者　　 独 立 証券取引所届出独立役員候補者
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1
候補者番号

﨑
さき

山
やま

　收
おさむ

代表取締役 社長

再任

取締役候補者の選任理由
1972年7月の当社創業以来、長年にわたり当社グループの経営を指揮し、ビジネスモデルの確立による収益基盤の
強化、継続的な事業成長のための経営革新など、常に先進性を求め、技術と創造力を両輪に成長を牽引してまいりま
した。また、中長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け、強力なリーダシップを発揮し、経営改革を確実に推し
進めております。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1950年７月16日生（満68歳） 1,638,840株 43年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当
1972年7月 当社設立
1975年10月 当社取締役

1989年5月 当社代表取締役社長
2015年6月 当社代表取締役社長（現任）

2
候補者番号

栃
とち

澤
ざわ

　正
まさ

樹
き

取締役 専務執行役員　特定顧客担当

再任

取締役候補者の選任理由
コンサルティングファーム、システムインテグレータでの経験を経て、2008年に当社取締役に就任以来、システム
ソリューション・サービス事業における特定顧客との関係性を強化・推進し、事業の成長に貢献しております。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。

重要な兼職の状況
なし

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1953年１月14日生（満66歳） 19,400株 11年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当　
1975年4月 野村コンピュータシステム株式会社

（現株式会社野村総合研究所）入社
2006年4月 同社執行役員関西支社長
2008年4月 当社執行役員

2008年6月 当社取締役
2012年6月 当社常務取締役
2015年6月 当社取締役専務執行役員（現任）

重要な兼職の状況
なし
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4
候補者番号

山
やま

岡
おか

　一
かず

裕
ひろ

取締役 常務執行役員　V2020推進担当、経営管理統括

再任

取締役候補者の選任理由
当社入社以来、システムソリューション事業に携わり、2015年より常務執行役員として、本社管理部門を統括し、中
長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け大きく貢献しております。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。

重要な兼職の状況
なし

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1969年４月19日生（満50歳） 88,660株 7年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当
1995年4月 当社入社
2007年10月 当社執行役員

2012年6月 当社取締役
2015年6月 当社取締役常務執行役員（現任）

3
候補者番号

飯
いい

田
だ

　賢
けん

一
いち

郎
ろう

取締役 専務執行役員　V2020推進担当、営業統括

再任

取締役候補者の選任理由
当社入社以来、システムソリューション事業に携わり、2015年より常務執行役員として、本社営業部門を統括し、中
長期経営ビジョン「VISION2020」実現に向け大きく貢献しております。また、2018年4月より専務執行役員として、
更なる業容の拡大に寄与しており、今後も業容の拡大に貢献いただけることを期待して、引き続き取締役として適任
と判断し、候補者といたしました。

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1972年10月２日生（満46歳） 99,160株 7年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当　
1995年4月 当社入社
2006年4月 当社執行役員
2012年6月 当社取締役

2015年6月 当社取締役常務執行役員
2018年4月 当社取締役専務執行役員（現任）

重要な兼職の状況
なし
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5
候補者番号

内
うち

田
だ

　敏
とし

雄
お

取締役（統合リスク管理担当）

再任

取締役候補者の選任理由
1988年6月の当社取締役就任以来、長年にわたり当社グループの経営を担い、管理部門全体の統括として経営管理、
財務に係る戦略を推進し強靭な財務体質の構築、事業の成長を牽引してまいりました。2018年より非業務執行取締
役として、統合的なリスク管理の観点より当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与しております。
以上のことから、引き続き取締役として適任と判断し、候補者といたしました。

重要な兼職の状況
なし

生年月日 所有する当社株式の数 取締役在任年数 取締役会出席回数

1953年11月24日生（満65歳） 376,980株 31年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当
1975年4月 当社入社
1988年6月 当社取締役
1995年6月 当社常務取締役

2002年6月 当社専務取締役
2015年6月 当社取締役副社長
2018年4月 当社取締役（現任）

6
候補者番号

関
せき

端
ばた

　広
ひろ

輝
き

取締役（社外）

再任 社 外 独 立

社外取締役候補者の選任理由
関端広輝氏は、弁護士として企業の法務やコーポレートガバナンスに関する幅広い知見を有し、当社の取締役会にお
いても、適切かつ有益な助言・提言を行っております。また同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に
関与されたことはありませんが、今後も客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していた
だけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　パートナー

生年月日 所有する当社株式の数 社外取締役在任年数 取締役会出席回数

1970年10月25日生（満48歳） －株 5年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当
1998年4月 弁護士登録（東京弁護士会）

新東京法律事務所に入所
2006年7月 同事務所　パートナー
2007年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所

（外国法共同事業）に入所
同事務所　パートナー

2014年6月 当社社外取締役（現任）
2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

に入所
同事務所　パートナー（現任）
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（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2．関端広輝氏および椎野孝雄氏は、社外取締役候補者であります。
 3．関端広輝氏および椎野孝雄氏は、当社と会社法第427条第1項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

同法第425条第1項第1号ハおよび第2号に定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
 4．当社は、関端広輝氏および椎野孝雄氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており再任が承認された場合、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であり

ます。

7
候補者番号

椎
しい

野
の

　孝
たか

雄
お

取締役（社外）

社外取締役候補者の選任理由
椎野孝雄氏は、長年にわたる企業経営および情報産業に関する豊富な経験、知見を有し、当社取締役会においても、適
切かつ有益な助言・提言を行っております。今後も客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄
与していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし

生年月日 所有する当社株式の数 社外取締役在任年数 取締役会出席回数

1954年９月17日生（満64歳） －株 4年（本総会終結時） 14／14回

■ 略歴、地位および担当
1979年4月 株式会社野村総合研究所入社
2000年6月 同社取締役
2002年4月 同社取締役　常務執行役員

流通・社会ソリューション部門長
2007年4月 同社理事
2007年5月 一般社団法人情報サービス産業協会

常任理事

2009年4月 日本データセンター協会理事
2010年7月 ザ・グリーン・グリッド日本リエゾン

委員会　委員長
2012年4月 公益財団法人野村マネジメント・スクー

ル学長
2012年6月 同法人専務理事
2015年6月 当社社外取締役（現任）

再任 社 外 独 立
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第3号議案 監査役1名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役慶田一郎氏が任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願
いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2．同氏は、社外監査役候補者であります。
 3．同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

候　補　者

生年月日 所有する当社株式の数

1958年8月8日生（満60歳） －株

■ 略歴、地位
1981年4月 三菱商事株式会社　入社
2003年12月 MitsubishiFusoTruck&

BusAustralia　副社長
2007年12月 VinastarMotorCorp.　副社長

2010年7月 三菱商事株式会社　
いすゞ事業本部市場開発室　室長

2011年5月 IsuzuPhilippinesCorp.　副社長
2018年8月 三菱商事株式会社　定年退職

社外監査役候補者の選任理由
冨田隆司氏は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験、知見を有し、今後も客観的立場から当社の経営を監
督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、社外監査役候補者といたしました。

重要な兼職の状況
なし

以　上

冨
とみ

田
た

　隆
たか

司
し

新 任 社 外 独 立
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事業報告（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（提供書面）

1．企業集団の現況

（1） 当事業年度の事業の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益
の改善が進み、雇用・所得環境は緩やかな回復基調
にあるものの、米中間の貿易摩擦の拡大や海外経済
の不確実性もあり、依然として先行きは不透明な状
況で推移しました。
　当社グループが属する情報サービス業界におきま
しては、企業における効率化や生産性向上を目的と
した投資需要に加え、AI、IoT、Fintech、クラウド型IT
サービス等の分野に大きな注目が集まり、市場は拡
大傾向となりました。しかしながらソフトウェア開発に
おいては、企業や官公庁のシステム大型投資により
プラスの基調となるものの、人件費・外注費の高騰や、

保守・運用コストの削減ニーズ等から、収益環境は楽
観視し難い状況が続いております。
　このような状況の中で、当社グループにおきまして
は、建設機械メーカー向けシステム構築案件や食品
製造会社向けシステム構築案件を中心に受注拡大
に努めた結果、売上高は堅調に推移いたしました。
　その結果、当社グループの売上高は14,325百万円
（前期比5.6％増）となりました。また、営業利益は
921百万円（同7.8％増）、経常利益は959百万円（同
7.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は596
百万円（同5.1％増）となりました。

I 事業の経過および成果

連結業績
売上高 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益

143億円 9.2億円 5.9億円

前期比　　　　 　5.6% 前期比　　　　 　7.8% 前期比　　　　 　5.1%
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事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。

システムインテグレーション・サービス

システムアウトソーシング・サービス

流通業におけるスーパー向け案件、並びに金融業における銀行向
け案件、また、生保向け案件が縮小したものの、製造業における食
品製造会社向け案件や建設機械メーカー向け案件が拡大した結
果、売上高は前期比3.0％増、売上総利益は前期比3.0％減となり
ました。

流通業におけるスーパー向け案件の受注が拡大した結果、売上高
は前期比13.1％増、売上総利益は前期比31.9％増となりました。

68.8%
売上高構成比率

16.4%
売上高構成比率

■ 流通　　■ 金融　　■ 通信　　■ その他

第45期
（2016年度）

第46期
（2017年度）

9,564

第47期
（2018年度）

9,8549,106

売上高推移 （百万円）

■ 流通　　■ 金融　　■ 通信　　■ その他

第45期
（2016年度）

第46期
（2017年度）

2,079

第47期
（2018年度）

2,3522,086

売上高推移 （百万円）

売上高

9,854百万円 3.0％
売上総利益

1,577百万円 3.0％

売上高

2,352百万円 13.1％
売上総利益

417百万円 31.9％
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　所在地別のセグメントの業績については、CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.、上海求歩信息系統有限
公司を連結の範囲に含めておりますが、当連結会計年度において本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合
計に占める割合の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

■ 流通　　■ 金融　　■ 通信　　■ その他

第45期
（2016年度）

第46期
（2017年度）

1,915

第47期
（2018年度）

2,118
1,705

売上高推移 （百万円）

❷ 設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。
　

❸ 資金調達の状況
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、
主要取引金融機関と総額2,500百万円の当座貸
越契約および貸出コミットメント契約を締結してお
ります。

❹ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

❺ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

　
❻ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の

事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

　
❼ 他の会社の株式その他の持分または

新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

プロフェッショナル・サービス
クラウドコンサルティング案件の順調な拡大ならびに、金融業にお
けるクレジットカード会社向け案件において受注が拡大したことに
より、売上高は前期比10.6％増、売上総利益は前期比12.9％増
と順調に推移いたしました。

売上高

2,118百万円 10.6％
売上総利益

453百万円 12.9％

14.8%
売上高構成比率
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経常利益/親会社株主に
帰属する当期純利益 （単位：百万円） 1株当たり当期純利益 （単位：円）売上高 （単位：百万円）

純資産 （単位：百万円） 1株当たり純資産額 （単位：円）総資産 （単位：百万円）

第47期
（2018年度）

第47期
（2018年度）

第47期
（2018年度）

第47期
（2018年度）

14,325

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

第45期
（2016年度）

12,527 12,622 12,899

第46期
（2017年度）

13,559 959

596

8,145

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

6,898
7,324

第45期
（2016年度）

7,403

第46期
（2017年度）

7,535
5,363

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

4,645 4,718

第45期
（2016年度）

4,865

第46期
（2017年度）

5,156 393.29

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

第45期
（2016年度）

316.67 322.76 346.47

第46期
（2017年度）

372.23

43.25

第47期
（2018年度）

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

980

594

960

628

811

551

第45期
（2016年度）

892

567

第46期
（2017年度）

第47期
（2018年度）

39.15

第44期
（2015年度）

第43期
（2014年度）

第45期
（2016年度）

40.59

第46期
（2017年度）

39.75
43.22

■■経常利益　■■当期純利益

（2） 財産および損益の状況
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区　　分 第43期
（2014年度）

第44期
（2015年度）

第45期
（2016年度）

第46期
（2017年度）

第47期
（当連結会計年度）

（2018年度）

売 上 高 （百万円） 12,527 12,622 12,899 13,559 14,325

営 業 利 益 （百万円） 964 949 781 855 921

売 上 高 営 業 利 益 率 （％） 7.7 7.5 6.1 6.3 6.4

経 常 利 益 （百万円） 980 960 811 892 959

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 594 628 551 567 596

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 39.75 43.22 39.15 40.59 43.25

Ｒ Ｏ Ｅ （％） 13.2 13.5 11.6 11.4 11.4

総 資 産 （百万円） 6,898 7,324 7,403 7,535 8,145

純 資 産 （百万円） 4,645 4,718 4,865 5,156 5,363

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 316.67 322.76 346.47 372.23 393.29

自 己 資 本 比 率 （％） 67.0 64.1 65.4 68.1 65.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 503 527 936 388 773

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △307 33 94 28 46

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △439 △241 △610 △392 △531

（注）1．1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数によ
り算出しております。

　　2．2014年10月1日付で1株につき2株の株式分割を行っておりますが、2014年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各期の1株当たり純利益
および1株当たり当期純資産額を算定しております。

　　3．役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてります。
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（3） 重要な親会社および子会社の状況

I 親会社の状況
　該当事項はありません。

　
❷ 重要な子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社北海道キューブシステム 53百万円 90.9％ システムソリューション・サービス

CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD. 600千米ドル 100.0％ システムソリューション・サービス

上海求歩信息系統有限公司 6,500千
人民元 100.0％ システムソリューション・サービス
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（4） 対処すべき課題

　持続的な事業成長を遂げていくためには、システムソリューション・サービス事業における当社の強みを
最大限に発揮出来る領域の拡大と強みを活用した新たな成長領域への展開が重要であります。また、既存事
業に対する収益構造改革を進めるとともに、積極的な技術開発や技術投資による新たな事業を創出していく
ことも欠かせない事業活動です。また、事業成長を支え、促進する仕組みの構築やガバナンス機能の強化によ
る意思決定のスピード化等を図り、持続的な成長と企業価値の向上を進めることも重要であります。一方で、
当業界では、人的リソース不足への対応が事業成長の重要な要素となるため、人材の確保、中核人材育成、一
人当たりの生産性の向上、並びにパートナー企業との連携によるサービス体制の充実を進め、事業の拡大を
図ってまいります。

I 事業拡大に向けた取り組み
1）既存領域の拡大
　主要顧客に対して、関係性や信頼性の強化に努め、当社担当範囲の拡大や新規顧客開拓、当社の技術と
業務での強みを活かした提案活動に注力し、新たな大規模案件の獲得、新規顧客の開拓を進め、競争優位
性を発揮していくことで事業拡大を図ってまいります。

2）新たな成長領域への展開
　流通・通信・金融業を中心とした当社グループの得意領域でのサービス提供をもとに新領域への展開
と新規サービス創出の両面で、事業拡大を図ってまいります。
　新領域としては、国内にて成長している新たなマーケット、チャネル、エリアへの展開を進めてまいり
ます。特にモビリティ関連やエネルギー関連事業をはじめ、幅広く「デジタルトランスフォーメーショ
ン」関連での拡大を進めてまいります。
　新規サービスにおいては、「デジタルトランスフォーメーション」関連のシステム投資が、新たなマー
ケットの成長の原動力になると言われており、こうした中で、当社グループが競争優位性を確保するた
めに、既存のビジネスモデルからの転換を図り、得意分野であるブロックチェーン技術を活用したビジ
ネス展開や、アジャイル開発を取り入れたソリューション・サービス、クラウドコンサルティングサービ
スの提供、またAI事業を得意分野とする企業と共創型ビジネス等を進めることで、新規事業展開を進め
てまいります。
　また、海外事業でも、ソリューションビジネスの更なる拡充や共創型ビジネスの創出を図り、アジアを
軸としたグローバルな事業展開に注力してまいります。
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3）収益性の改善
　当社の属する業界においては、予期せぬ不採算案件の発生に加え、サービスの品質および価格の両面
に対するお客さまからの強い要請や競合他社との価格競争の激化による収益性の低下が懸念されます。
そうした中、収益の大部分を担う既存ビジネスにおいて、業務の高度化や契約形態改善等の付加価値向
上活動に加え、新たな開発手法による開発スピードの高速化、高付加価値サービスの提供、ならびに海外
パートナーを活用したサービスモデルでの提供等の収益力向上に向けた取り組みに注力してまいりま
す。

❷ 研究開発投資・技術力強化
1）技術投資・研究開発投資
　当社グループは、インキュベーションを促進する当社独自のプログラムによる新規事業化推進のため
の研究開発投資を2016年度より積極的に進め、先進的な技術への取り組みを活性化し、AI、ブロック
チェーン等の技術を強みに転化してまいりました。今後は、コーポレートベンチャーキャピタル機能の
強化による協業・共創への事業投資や、新たなデジタル技術に係るR＆D推進とパートナー企業との業務
提携等によりサービスメニューの充実化や事業化に向けた取り組みに注力してまいります。

2）技術教育強化
　エンジニアリングのスキルは当社グループの競争力、差別化に直結するためシステムエンジニアの継
続的なスキルアップは重要な経営課題と捉えております。
　技術力強化に向けた研修プログラムの充実に加え、先進的な技術を取り入れたPJの推進等による成長
機会の創出や、研究開発によるエンジニアリング力の向上に努めてまいります。

❸ 経営基盤の強化
1）人的リソースの確保
　当社グループのビジョンを共有し、社員と会社がともに成長し、喜びや豊かさを分かち合える優秀な
人材を確保することを前提とし、新卒採用につきましては、採用プロセスの継続的な改善や大学との関
係性の強化を進める一方、グローバルでの人材採用も併せて進めてまいります。また、中途採用につきま
しては、高度な技術力やプロジェクトマネージメント能力を備えた人材の採用のため、新卒同様に採用
プロセス改善を進めるとともに未経験者の採用についても積極的に進め、採用数の拡大とレベルアップ
を図ってまいります。
　人材育成に関しましては、お客さまの事業成長に直結するIT投資に対応する人材の育成や事業展開を
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推し進める中核人材の育成に加え、女性社員の活躍推進やグローバルで活躍できる人材の育成のため、
社員が果敢にチャレンジできる機会を創出すると同時にフォローサポートのサイクルを継続的に実施
してまいります。

2）ガバナンスの強化
　お客様に満足いただけるソリューション・サービスを提供し続けるために、公正かつ効率的な経営に
取り組むべく、コーポレートガバナンスの充実を重要課題と考え、的確・明確な経営の意思決定、迅速な
業務執行、適切・適正な監督・モニタリングが機能する経営体制の構築に努めるとともに、役員・従業員の
法令遵守を徹底いたします。
　経営管理体制の強化では、取締役会のモニタリング機能の強化を図り取締役会の実効性を高めていく
ことで、透明かつ適正な意思決定を進めてまいります。また、中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ
の貢献意識を高めることを目的とした株式報酬制度の内容改善や従業員に対するインセンティブプラ
ンの検討等、ステークホルダーとの価値共有を進めることで持続的な成長と企業価値の向上を図ってい
きます。

3）働く環境の質的向上
　企業としての安全配慮義務をより着実に実行し、労務管理・健康管理の徹底と社員、役員の意識改革を
進めることはもちろんのこと、オフィス環境の改善や、働き方改革を推進し、魅力的な職場環境を構築し
てまいります。

4）ESGへの対応
　当社グループは、持続的な社会の実現に向けてESG視点でITが豊かな社会生活を支えるとの信念のも
と、ITを活用したビジネスの展開や経営の諸活動を行うことで、連結企業価値の最大化を進めてまいり
ます。
　また、サステナビリティ推進委員会を発足させ、当社グループの諸活動を総合的に把握し、SDGsなど
社会課題解決への取り組みを加速させてまいります。

　これら3つの課題に対する取り組みを実施し、信頼されるキューブシステムグループとなるべく、
≪VISION2020≫の実現に向けて進めてまいります。

※デジタルトランスフォーメーション：企業が第3のプラットフォーム技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を通じて
価値を創造し、競争上の優位性を確立すること
※SDGs：2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標のこと
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キューブシステムグループ中長期経営ビジョン「VISION 2020」

当社グループは経営理念・基本方針のもと、
2012年度を初年度とする2020年度までの

「中長期経営ビジョン≪VISION 2020≫」を 策定し、
その実現に向けて各施策に取り組んでおります。

VISION 2020

VISION 2020の実現に向けた３つのステップ

キューブシステムグループは

　2012年度から2014年度までの1st STEPでは、強みの

強化として「流通業・金融業向けサービス」「エンハンス※

サービス」「システム基盤構築サービス」を徹底的に強化し

てまいりました。

　2015年度から2017年度までの2nd STEPでは、既存の

コアビジネスにおける規模拡大と、新規顧客開拓も含めた

ビジネスモデルの改革・新規事業の創発に取り組んでまい

りました。

　そして、2018年度から2020年度までの最終ステップ

では、国内、海外、新規の3つを柱とした事業展開を確実に

進め、SI・サービス提供型ビジネスの拡大を図るとともに、

新たなサービスメニューの創出／サービスビジネスの展

開を通じ顧客ビジネスの発展に貢献し、顧客価値の最大化

を図ってまいります。

顧客からベストパートナーと評価される企業を
目指します

社員と会社がともに成長し、喜び・豊かさを分か
ち合える企業風土の醸成を目指します

VISION 2020

3rd
STEP

2nd
STEP

1st
STEP

SIサービス ｜ 新マーケット

3rd STEP （2018年度～2020年度）

サービスメニューの創出

新規顧客拡大 ｜ ソリューション

2nd STEP （2015年度～2017年度）

SIビジネスの立ち上げ

エンハンスサービス ｜ 大規模案件 ｜ 海外ビジネス

1st STEP （2012年度～2014年度）

強みの強化

※エンハンス（Enhancement）とは、稼働中のシステムに手を加える
ことで、性能や品質の強化・向上を図ったり、新たな機能の追加・拡
張を行ったりすることを指しております。

2020年度計画

売上高 185億円

営業利益率 9.6％

ROE 13％
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キューブシステムが提供するサービス

お客様のビジネスを拡大・効率化するための業務アプリケーションシステムや、それを支えるシステム基盤につ
いて、ソリューション・サービスをご提供しております。

金融 流通

通信・エネルギー・製造・官公庁・教育 システム基盤

銀行 生命保険

高い信頼性を求められる金融系システム開発において、蓄積し
てきたノウハウ・経験と実績を武器にソリューション・サービスを
ご提供

・商品系販売支援システム
・プライベートバンキングシステム
・市場リスク管理システム
・インターネットバンキングシステム

・料金システム
・スワップ管理システム
・コールセンターシステム
・契約保全システム

損害保険 証券・信販
・自賠責保険システム
・ワークフローシステム
・コールセンターシステム

・情報提供システム
・口座開設受付システム
・信用リスク管理システム

電気通信・エネルギー 製造メーカー

通信・その他業種に対してもお客様が抱えている課題に対し最
適なソリューション・サービスをご提供

・顧客管理システム
・顧客計算／請求システム
・顧客契約システム
・売上分析システム
・電力自由化小売システム

・販売管理システム
・生産計画管理システム
・受発注管理システム
・会計／経営情報システム

官公庁 教育事業
・意思決定支援システム
・行政システム

・人事／会計システム
・試験管理システム
・生徒管理システム
・教室管理システム

システムインフラ構築 データベースソリューション

大規模システム・ミッションクリティカルシステムのインフラ構
築やDB構築、運用等システムインフラソリューションとして高
品質で効率的なサービスをご提供

・システム方式設計
・システム運用設計
・システムマイグレーション
・システム仮想化／統合化
・プライベートクラウド環境構築

・データベース方式設計
・データベース性能改善
・データベース環境管理
・大規模データ移行

運用管理／監視
・統合基盤運用管理
・システム運用監視
・セキュリティ監視
・データセンタアウトソーシング支援

総合スーパー アパレル

「マーチャンダイジングの5適（適時、適所、適品、適価、適量）」
を実現するべく、お客様のニーズに合ったソリューション・サー
ビスをご提供

・マーチャンダイジングシステム
　・商品系
　・生鮮系
　・情報系
　・物流系
　・計画系

・基幹業務システム
　・商品企画
　・生産管理
　・店舗管理
・人事管理システム
・経理システム

ホームセンター 卸売・生活協同組合
・売上／仕入システム
・商品マスタシステム
・情報分析システム

・ECサイトシステム
・債権管理システム
・会計システム

当社がご提供するシステムソリューション・サービスは、お客様の情報化サイクルに応じて、「システムインテグレーション・サービ
ス」「システムアウトソーシング・サービス」 「プロフェッショナル・サービス」の3つのサービス・ラインで構成されています。

システム化のご提案から開発、保守・運用まですべてをサポート

情報化構想立案 情報化システム構築 システム運用 システム評価

お客様の情報化サイクル

プロフェッショナル・サービス（ＰｒｏＳ）

システムインテグレーション・サービス（ＳＩＳ）
システムの設計からテストまでトータルに対応

システムアウトソーシング・サービス（ＳＯＳ）
保守・運用から業務プロセス改善へと、継続的なシステム価値
の向上を実施

システムコンサルティングからITインフラ、データベース設計・構築・管理、システム移行サービスまで、システムに関するあらゆることをサポート

キューブシステムの提供サービスの流れキ
ュ
ー
ブ
シ
ス
テ
ム
の

提
供
サ
ー
ビ
ス
範
囲

業務アプリケーション

お客様のITインフラ

システム基盤

ハードウェア

システム化提案 設　計 開　発 テスト 保守・運用

上流工程 下流工程

（ご参考）
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キューブシステム（本社）
所在地：東京都品川区
設立：1972年7月

北海道キューブシステム
所在地：北海道札幌市
設立：1990年12月

上海求歩信息系統有限公司
所在地：中華人民共和国上海市
設立：2009年7月

CUBE SYSTEM VIETNAM CO., LTD.
所在地：ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
設立：2008年3月

キューブシステム（西日本ソリューション本部）
所在地：大阪府大阪市

キューブシステム（名古屋オフィス）
所在地：愛知県名古屋市

（5） 主要な事業内容 （2019年３月31日現在）

●コンピューターソフトウェアの開発および販売
●コンピューターによる事務計算および技術計算の受託
●コンピューターシステムの運営管理の受託

（6） 企業集団の主要拠点 （2019年３月31日現在）

I 当社

本　社 東京都品川区
西日本システム本部 大阪府大阪市中央区

❷ 子会社

株式会社北海道キューブシステム 北海道札幌市中央区
CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD. ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
上海求歩信息系統有限公司 中華人民共和国上海市

（注）1．2019年4月1日付で西日本システム本部から西日本ソリューション本部に名称を変更しております。
 2．2019年5月8日付で、名古屋オフィス（愛知県名古屋市中区）を開設いたしました。

（2019年6月10日現在）
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　当社は、株式会社トリプルアイズと「AI、ブロックチェーン技術」を活用した新たな事業創出や受注拡大を目的
に、2018年8月29日付で資本業務提携を締結いたしました。

（7） 使用人の状況 （2019年３月31日現在）

I 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

720（15）名 26名増（6名増）

❷ 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

569（13）名 16名増（4名増） 33.0歳 7.9年

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 130百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 100百万円

（注）1.使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に当連結会計年度末における期末人員を内数で記載しております。
 2.当社グループはシステムソリューション・サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に当事業年度末における期末人員を内数で記載しております。

（8） 主要な借入先の状況 （2019年３月31日現在）

（9） その他企業集団の現況に関する重要な事項
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（1） 株式の状況 （2019年３月31日現在）

I 発行可能株式総数 22,364,000株
❷ 発行済株式の総数 13,924,005株
 （自己株式1,355,835株を除く）
❸ 株主数 7,823名
❹ 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

﨑　山　　　收 1,638,840株 11.77％

キューブシステム従業員持株会 1,565,356株 11.24％

小　貫　明　美 401,400株 2.88％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 394,100株 2.83％

内　田　敏　雄 376,980株 2.71％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（役員報酬BIP信託口・75824口） 369,000株 2.65％

櫻　井　正　次 316,200株 2.27％

佐　藤　俊　郁 304,048株 2.18％

株式会社みずほ銀行 276,480株 1.99％

株式会社三菱UFJ銀行 258,000株 1.85％
（注）1．当社は自己株式を1,355,835株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

なお、自己株式には「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75824口）所有
の当社株式369,000株を含んでおりません。

❺ その他株式に関する重要な事項  
　2019年1月30日開催の取締役会決議により、次のとおり自己株式を取得しました。
　　取得した株式の種類および総数 当社普通株式　347,600株
　　取得価格の総額 299,938,200円
　　取得期間 2019年2月6日～2019年2月19日

2．会社の現況

個人・その他
74.9％

金融機関
20.0％

金融商品取引業者
1.4％

その他国内法人
2.1％

外国法人等
1.6％

所有者別
分布状況
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（2） 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

（3） 会社役員の状況

I 取締役および監査役の状況（2019年3月31日現在）  

会社における地位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役 﨑　山　　　收 社長

取締役 栃　澤　正　樹 専務執行役員
特定顧客担当

取締役 飯　田　賢一郎 専務執行役員　V2020推進担当
営業統括

取締役 山　岡　一　裕 常務執行役員　V2020推進担当
経営管理統括

取締役 内　田　敏　雄 統合リスク管理担当

取締役 関　端　広　輝 アンダーソン・毛利・友常法律事務所　パートナー

取締役 椎　野　孝　雄

常勤監査役 関　口　昭　茂

常勤監査役 慶　田　一　郎 CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.　監査役

常勤監査役 中　井　淳　夫 株式会社北海道キューブシステム　監査役
上海求歩信息系統有限公司　監事

（注）1．取締役関端広輝氏および取締役椎野孝雄氏は、社外取締役であります。
　　2．常勤監査役関口昭茂氏、常勤監査役慶田一郎氏および常勤監査役中井淳夫氏は、社外監査役であります。
　　3．取締役関端広輝氏、取締役椎野孝雄氏、常勤監査役関口昭茂氏、常勤監査役慶田一郎氏および常勤監査役中井淳夫氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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❷ 責任限定契約の内容の概要  
　当社と取締役関端広輝氏および取締役椎野孝雄氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第
423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、法令が定める最低責任限度額としております。

❸ 取締役および監査役の報酬等の総額  
　当社は、以下の通り取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
1）基本方針
　当社グループは、IT企業として顧客・株主をはじめとするステークホルダーに対し、高い技術力と創造力を
もって新たな価値提供を行うことにより、持続的な成長と企業価値の向上を図っていきます。当社の役員報酬
は、そのために必要となる優秀な経営人材を確保し、期待する成果に対して適切なインセンティブとして機能
することを目的としています。
2）報酬の水準
　役員報酬の水準は、経済・社会の情勢および同業他社の水準、従業員処遇とのバランス、業績の状況等を
勘案して決定することとしています。

3）報酬体系
　社内取締役および委任型執行役員に対する報酬は、基本報酬、賞与（短期業績連動）および株式報酬（中
長期経営目標連動）で構成します。また、社外取締役および監査役に対する報酬は基本報酬としています。

4）報酬決定プロセス
　役員報酬は、取締役会の諮問に基づき指名報酬諮問委員会で審議されます。取締役会は、指名報酬諮問委
員会の答申を受け、報酬を決定します。指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、過半数の委員
を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの透明性、妥当性を確保しています。
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5）当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数基本報酬 賞与 株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

227
（11）

146
（11）

41
（－）

40
（－）

7名
（2名）

監査役
（うち社外監査役）

33
（33）

33
（33）

－
（－）

－
（－）

3名
（3名）

合計
（うち社外役員）

260
（44）

179
（44）

41
（－）

40
（－）

10名
（5名）

❹ 社外役員に関する事項  
1）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役関端広輝氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーであります。当社と兼職先との間に
は特別の関係はありません。

2）他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・常勤監査役慶田一郎氏は、当社の子会社であるCUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.の監査役でありま
す。
・常勤監査役中井淳夫氏は、当社の子会社である株式会社北海道キューブシステムの監査役および上海求
歩信息系統有限公司の監事であります。
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3）当事業年度における主な活動状況
・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会
出席状況

監査役会
出席状況 取締役会および監査役会における発言状況

取締役
関　端　広　輝 14回中14回 －

主に弁護士として培われた法令に関する専門的見地から意見を述べる
など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。

取締役
椎　野　孝　雄 14回中14回 －

主に企業経営および情報産業に関する専門的見地から意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っております。

常勤監査役
関　口　昭　茂 14回中14回 16回中16回

主に営業的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運用
にあたり助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の
管理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。

常勤監査役
慶　田　一　郎 14回中14回 16回中16回

主に事業経営的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運
用にあたり助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社
の管理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言を行ってお
ります。

常勤監査役
中　井　淳　夫 14回中14回 16回中16回

主に財務的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築・運用
にあたり助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の
管理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。
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（4） 会計監査人の状況

I 名称  
　有限責任監査法人トーマツ

❷ 報酬等の額  

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 28百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28百万円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、
実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　2．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証
を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。

❸ 会計監査人の解任または不再任の決定方針  
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全
員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

❹ 責任限定契約の内容の概要  
　該当事項はありません。
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■ 2019年4月1日以降のコーポレート・ガバナンス体制

（ご参考）

指導・
臨時
監査依頼 報告

監査

株　主　総　会

取締役会

議案上程・報告 選任・解任 選任・解任 選任・解任

監督・意思決定機能 監査機能

指名・報酬諮問委員会

ガバナンス委員会

サステナビリティ
推進委員会

内部統制・
統合リスク会議

提言・
報告

提言・
報告

答申

選定・
解職・
監督

選定・
解任・
監督

付議・
提案

報告

監査

コンプライアンス委員会

セキュリティ推進委員会

働き方改革推進委員会

報告・相談・通報

代表取締役
指示・
監督

審議結果の
答申

経営会議
（重要案件等の審議）

報告
社長

執行役員

権限委譲 付議・報告

業務の執行 報告

・ 機能部門
コーポレートサービス本部、経営戦略本部

・ 事業部門
各本部、名古屋オフィス、海外事業推進室、エネルギー事業推進室

・ 子会社業務執行機能

会計監査人

監査役会

内部監査室

報告

監査

報告

監査

監査・調査
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I 経営方針  
　当社は、以下の経営理念を経営の拠り所とする。

。

　また、経営理念を具現化するための経営方針を以
下のとおりとする。

❷ コーポレートガバナンスの基本方針  
　当社は、お客様に満足いただけるソリューション・
サービスを提供し続けるために、公正かつ効率的な
経営に取り組むべく、コーポレートガバナンスの充実
を重要課題と考えております。適格・明確な経営の意

思決定、迅速な業務執行、適切・適正な監督・モニタリ
ングが機能する経営体制の構築に努めるとともに、
役員・従業員の法令遵守を徹底いたします。さらに、
株主・顧客をはじめとするステークホルダーの期待に
応えるため、継続的に企業価値を高めていくことを
コーポレートガバナンスの基本方針としております。

❸ 取締役・使用人の職務執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制  
　当社は、経営方針に則った「キューブシステムグ
ループ行動原則」の下、企業活動上求められるあらゆ
る法令・規則等の遵守はもとより、社会規範に則した
誠実かつ透明性の高い企業活動を遂行すると定めて
おり、以下を励行する。
1）当社の経営理念および経営方針の下に、代表取
締役が折に触れその志を役職員に伝え、コンプラ
イアンスは経営の基盤をなすものであるとする認
識を徹底する。また、コンプライアンス委員会　委
員長は、取締役および使用人の法令遵守意識の
定着と運用の徹底を図るため、当社グループより
コンプライアンス委員を選任し、定期的に委員会
を開催していくとともに、全社横断的な啓発、研修
等必要な諸活動を推進する。

2）当社グループの事業に従事する者からのコンプラ
イアンス上の問題に関する通報に対して適切な処
理を行うため、内部通報制度の運用に関する「内

【経営理念】
企業は人によって支えられ人によって繁栄する。

社員はじめ、人々の幸福を保障する為に存続しな
ければならない。

存続と発展の根源は利益であり、利益は顧客に
よってもたらされる。

この理念をもって、
　“世界に誇れる企業を創り上げる”

【基本方針】
『顧客第一主義』
『重点主義』
『総員営業主義』

（5） 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正
を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
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部通報取扱規程」を制定するとともに、通報先を社
内および社外とする通報等窓口を設置する。是正、
改善の必要性がある場合については、すみやかに
適切な措置をとる。

3）前項の通報等を行った者に対し、当該通報を行っ
たことを理由として不利益な扱いをすることを禁ず
る。

4）内部監査室は、コンプライアンスの状況について
の監査を行う。監査を受けた部署に是正、改善の
必要性がある場合については、すみやかにその対
策を講ずる。

5）当社は2006年4月から執行役員制度を導入して
いる。2015年6月25日より経営の監督と執行の
分離を進めるため、当該制度の内容を改定し、業
務執行における責任の明確化を図るとともに、社
外取締役を選任することにより、取締役会の業務
執行に対する監督強化、ならびに意思決定の迅速
化による経営の健全性・効率性の確保に努める。

6）代表取締役、取締役、および当社と委任契約とな
る執行役員の人事や報酬等に関する決定プロセ
スにおいて、社外役員の知見および助言を活かす
とともに、透明性および客観性を確保し、コーポ
レートガバナンス機能の一層の強化を図ることを
目的に、独立役員を中心とした任意の委員会である
「指名・報酬諮問委員会」を設置する。
7）反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とし
た態度で臨み、反社会的勢力および団体との取引
関係を排除し、その一切の関係を持たない。

8）当社グループの内部統制システムについての全
般的統制の所管部署を、内部統制・統合リスク会
議とする。

（運用状況）
　当社グループの全役職員を対象にコンプライアン
ス研修を年1回実施し、企業倫理遵守の重要性につ
いて周知徹底しております。
　当社グループの事業に従事する者からのコンプラ
イアンス上の問題に関する通報に対して適切な処理
を行うため、「内部通報取扱規程」に基づき内部通報
窓口を設置し、是正、改善の必要性がある場合につ
いては、すみやかに適切な措置をとっております。
　独立役員を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」
を開催し、社外取締役が委員として意見等を適宜述
べております。委員会においては、取締役候補者の選
任・選定や役員等に係る報酬の妥当性を審議し取締
役会に答申しています。

❹ 取締役の職務の執行に係わる情報の保存
および管理に関する体制  
　取締役の職務の執行に係わる以下の文書（電磁的
媒体を含む）および重要な情報は、法令・定款ならび
に取締役会規程、職務権限規程および文書管理規程、
その他社内諸規程に従い記録し、保存する。取締役
および監査役は、その職務上必要あるときは常時、こ
れらの文書等を閲覧できる。
・株主総会議事録と関連資料
・取締役会議事録と関連資料
・取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経
過の記録または指示事項と関連資料
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

（運用状況）
　法令・定款ならびに取締役会規程、職務権限規程
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および文書管理規程、その他社内諸規程に従い、株
主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職
務の執行に係わる文書および重要な情報を記録・保
存し、取締役および監査役が職務上必要あるときは
速やかに閲覧できる状態にしております。

❺ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
　「取締役会規程」、「経営会議規程」、「執行役員規
程」および「職務権限規程」を定め、業務の遂行は、所
定の決裁、承認を得た後に行う。
　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリ
ティ等に係わるリスク管理による経営基盤の強化を
図るため、内部統制・統合リスク会議を設置する。そし
て、当該会議の配下に、コンプライアンス委員会、セ
キュリティ推進委員会および働き方改革推進委員会
を設置する。また、上記の各委員会および当該業務
所管部署において、それぞれその所管の対象事項・リ
スク管理について策定・配布した規則・ガイドライン、
マニュアル等の遵守・励行を図り、適宜その周知のた
めの研修を実施する。なお、またこれら規則・ガイドラ
イン、マニュアル等は、適宜見直してその整備を図る。
　事業活動に伴うリスクについては、必要に応じ経
営会議、内部統制・統合リスク会議および取締役会で
審議し、適切な対策を講じ、リスク管理の有効性の向
上を図る。
　内部監査室は、各委員会および当該業務所管部署
と連携し、各部室のリスク管理体制の有効性につい
ての監査を実施する。これらの結果判明したリスク管
理上の問題点を社長ならびに監査役会に報告する。
社長は、重大な改善事項があると認めた場合、被監
査部室に対し改善の指示を行う。被監査部室は、改

善事項についての改善状況を遅滞なく社長および内
部監査室に報告する。内部監査室はその改善状況を
必要に応じ監査役会または、経営会議に報告する。

（運用状況）
　今期においては、コンプライアンス、環境、災害、品質、
情報セキュリティ等に係わるリスク管理による経営基
盤の強化を図るため、統合リスク会議（年4回開催）を
設置しております。さらに、当該会議の配下に、コンプラ
イアンス委員会、内部統制委員会、セキュリティ推進委
員会および働き方改革推進委員会を設置し、それぞ
れその所管の対象事項・リスク管理について策定・配布
した規則・ガイドライン、マニュアル等の遵守・励行を図
り、適宜その周知のための研修を実施しています。
　事業活動に伴うリスクについては、必要に応じ経
営会議、統合リスク会議および取締役会で審議し、適
切な対策を講じ、リスク管理の有効性の向上を図って
おります。
　内部監査室は、各委員会および当該業務所管部署
と連携し、各部室のリスク管理体制の有効性につい
ての監査を実施し、監査上判明したリスク管理上の
問題点を社長に報告しています。社長は、重大な改善
事項があると認めた場合、被監査部室に対し改善の
指示を行っております。被監査部室は、改善事項につ
いての改善状況を遅滞なく社長および内部監査室に
報告し、内部監査室はその改善状況を必要に応じ監
査役会または、経営会議に報告しております。
　なお、社外取締役は統合リスク会議に参加し、各委
員会から報告されるリスク事項について、豊富な経験
に基づく助言や意見交換等を行っており、当社のリス
ク管理において重要な役割を果たしております。
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❻ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制  
　以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務
の執行の効率化を図る。
1）職務権限・意思決定ルールの策定
2）経営会議（代表取締役、執行役員、子会社を代表
する役員を構成員とする）による会社経営全般の
重要事項の審議・検討

3）事業計画策定会議による中期事業計画の策定、
中期事業計画に基づく業績目標と予算の設定と、
ITを活用した月次・四半期業績管理の実施

4）営業推進会議および取締役会による月次業績の
レビューと改善策の実施

5）取締役会全体の実効性について客観的に分析・評
価を行い、取締役会の機能向上を図ることを目的
に、独立役員を中心とした任意の委員会である「ガ
バナンス委員会」を設置する。

6）プロジェクト推進会議による、高難度および大規
模等の注視プロジェクト状況の把握

（運用状況）
　当社は、取締役会規程等に基づき、取締役会にお
ける決議事項等の意思決定のルールを明確にし、当
事業年度においては、取締役会を計14回開催し、所
定の事項につき審議しております。また、当社は執行
役員制度を導入し、業務執行における責任の明確化
を図るとともに、意思決定の迅速化による経営の健
全性・効率性の確保に努めております。
　ガバナンス委員会により取締役会の実効性に関す
る評価を以下の通り実施し、取締役会の実効性が確
保できていることを確認しております。なお、結果につ

いて開示を実施しております。
1．評価方法
　ガバナンス委員会の指示により、ガバナンス委員
会事務局が前期評価結果に対する今期の棚卸を実
施するとともに、すべての取締役・監査役に対し取締
役会の実効性に対するヒアリングを実施しました。
　取締役会ではガバナンス委員会からの提言を受け、
ガバナンスに対する課題を共有し、取締役会の実効
性を高めるために必要な改善策について十分な議論
を行いました。
＜ヒアリング項目＞
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会の議題
・取締役会を支える体制
　その他、ガバナンス全般に関する自由な意見を求
めました。
2．評価結果
　前述のプロセスにより、ヒアリング項目全般に亘り
概ね適切であることが確認され、取締役会の実効性
は確保できていると評価しました。
3．実効性向上に向けた今後の取組み
　当社取締役会はさらなる実効性の向上に向けた取
組みとして下記を実施していくことを決定いたしまし
た。
・取締役会での効率的かつ有用な議論ができるよう
に資料スクリーニング機能を強化するとともに資料
の早期配布により充分な検討期間を設ける
・事業戦略、人事戦略等の経営リスクに対する報告を
強化し、取締役会においてその対策を議論検討する
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❼   当社および当社グループ会社から成る企業集団に
おける業務の適正を確保するための体制  
　内部統制・統合リスク会議が当社グループにおけ
る内部統制を総括的に推進・管理する。
　また、内部監査室は当社グループの内部監査を実
施する。内部監査の結果を内部監査報告書として取
りまとめ、社長に提出し、その承認をもって監査結果
を経営会議にて報告する。監査結果により是正処理
を必要とするものは、被監査部室または被監査会社
に対し改善事項の指摘・指導を行う。
　内部統制・統合リスク会議は内部監査室と内部統
制に関する協議や情報交換を定期的に行うなど緊密
な連携を図る。
　「子会社管理規程」により、子会社の経営上の重要
事項については当社承認事項または報告事項とする。
承認事項は、承認後の実行状況および結果について
当社に随時報告しなければならない。
　子会社の取締役・監査役は職務執行を通じ、業務
の適正性向上を図るとともに、子会社の会議体運営
等において情報収集並びに監督を行う。

（運用状況）
　内部統制委員会（現内部統制・統合リスク会議）が
当社グループにおける内部統制を総括的に推進・管
理を行っております。当該委員会は、内部統制監査を
担当する内部監査室と内部統制に関する協議や情
報交換を定期的に行うなど緊密な連携を図っており
ます。また、当社取締役会は、毎事業年度、内部統制
システムの整備・運用状況について確認しております。
　子会社の経営上の重要な事項については、親会社
に所属し子会社の役員に任命されたものおよび、経

営会議または取締役会の事務局が適宜実行状況を
把握し、規程に従い承認・報告を行っています。

❽ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人の取締役からの独立性および当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
　監査役の職務を補助する組織を経営企画部およ
びコーポレートサービス本部とするが、監査役がその
職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、人
数および人選等については、監査役と取締役が協議
して決定する。監査役の職務を補助すべき使用人は、
監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指
揮命令に従うものとする。
　また、内部監査室が必要に応じ監査業務を補助し、
監査役会との協議により監査役の要望した事項の内
部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。内
部監査室の人事（任免、異動、懲戒を含む）について
は予め監査役会と協議する。

（運用状況）
　監査役の職務を必要に応じて、経営企画室および
コーポレートサービス本部が補助するほか、内部監査
室が監査役会との協議により監査役の要望した事項
の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告し
ております。

❾ 取締役および使用人が監査役会に報告するための体制
その他の監査役会への報告に関する体制および報告を
した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取
扱いを受けないことを確保するための体制  
1）取締役は、法令・定款および社内諸規程に従い次
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に定める事項を監査役会に報告する。但し、監査
役が出席した会議で開示、説明された事項は、原
則として報告におよばないものとする。
a.当社グループに著しい損害をおよぼす恐れ
のある事項
b.内部統制システムの運用状況
c.毎月の経営状況として重要な事項
d.重大な法令・定款違反
e.コンプライアンス委員会への通報状況およ
び内容
f.その他コンプライアンス上重要な事項

2）使用人は前項a.およびd.に関する重要な事実を発
見した場合は、監査役に直接報告することができ
るものとする。

3）監査役への報告をした者に対して、不利益な取扱
いを行うことを禁ずる。

（運用状況）
　取締役および使用人は、法令・定款および社内諸
規程に従い、当社グループに著しい損害をおよぼす
恐れのある事項等を監査役会に報告しております。
なお、監査役への報告をした者に対して、不利益な取
扱いを行うことは禁じています。

� その他監査役会の監査が実効的に
行われていることを確保するための体制  
　重要な意思決定の過程および業務の執行状況を
把握できるようにするため、監査役は取締役会およ
び経営会議に出席し、また、監査役が希望した場合に
はその他重要な会議に出席できるものとする。また、
代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的

または必要に応じ意見交換の機会を設定する。

（運用状況）
　重要な意思決定の過程および業務の執行状況を
把握できるようにするため、監査役は取締役会およ
び経営会議に出席し、また監査役が希望した事業計
画に係る会議に出席し、執行状況を把握しております。
また、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で
四半期に一度、または必要に応じ意見交換の機会を
設定しております。

� 監査役の職務の執行について生ずる費用の
前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項  
　監査役の職務の執行について生ずる費用または債
務の処理については、通常の監査費用は予算化する
とともに、いわゆる有事の際の費用は監査役の職務
の執行に必要でないと認められる場合を除き、所定
の手続に従い、これに応じるものとする。監査役が監
査役職務の執行にあたり必要と認めるときは、弁護
士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの
判断で起用することができる。

（運用状況）
　監査役の職務の執行について生ずる費用または債
務の処理については、通常の監査費用は予算化し、
有事の際の費用は監査役の職務の執行に必要でな
いと認められる場合を除き、所定の手続に従い、これ
に応じています。
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� 財務報告の信頼性と適正性を
確保するための体制  
　当社グループは金融商品取引法の定めに従い、健
全な内部統制環境の保持に努め、全社レベル並びに
業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ
正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、
適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性
と適正性を確保する。

（運用状況）
　当社グループは開示書類の一層の信頼性向上の
ため、内部統制システムを活用し、計算書類や有価証
券報告書等の作成プロセスやその適正性の確認を
行っております。

� 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
およびその整備状況  
　当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益
供与は一切行わないことを「コンプライアンス規程」
において基本方針として規定し、役員および使用人
に遵守させる。
　原則全ての新規取引先企業（但し、国有企業をはじ
めとする一部公的機関等を除く）と反社会的勢力と
の関係排除について規定した契約書を取り交わし、
取引開始前に当該企業集団が反社会的勢力と関係
していないことを確認する。
　また既存取引先についても、反社会的勢力との関
係性がないかにつき、各種データベースを利用し、定
期的な確認を実施する。

（運用状況）
　当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益
供与は一切行わないことを「コンプライアンス規程」
において基本方針として規定し、コンプライアンス研
修を実施することで、役員および使用人に遵守させ
ています。
　原則全ての新規取引先企業（但し、国有企業をはじ
めとする一部公的機関等を除く）と反社会的勢力と
の関係排除について規定した契約書を取り交わし、
取引開始前に当該企業集団が反社会的勢力と関係
していないことを確認しております。
　また既存取引先についても、反社会的勢力との関
係性がないかにつき、各種データベースを利用し、定
期的な確認を実施しております。

（最終改定　2019年5月20日）

39

事
業
報
告



（6） 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、安定的な収益力、効率的な投下資本の運用、および持続的な高い成長力を示す重要な経営目
標として、ROE13％以上を掲げております。
　当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しており、業績向上に邁
進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。
　配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への還元として連結配
当性向35％を目安に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
　また、当社の利益剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、株主の皆様への利益
還元の機会を充実させるため、配当方針を変更し、2020年3月期より中間配当を実施することといたしました。
次期の配当金につきましては、1株当たり年間18円とし、中間配当8円、期末配当10円を予定しております。
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（単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2018年3月31日現在

当期
2019年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 5,763,971 6,156,586

現金及び預金 2,865,893 3,150,800

売掛金 2,413,564 2,548,217

有価証券 300,000 100,000

仕掛品 74,649 185,911

その他 110,665 172,472

貸倒引当金 △801 △815

固定資産 1,771,581 1,989,317

有形固定資産 265,704 229,578

建物 210,098 183,000

その他 55,605 46,578

無形固定資産 20,238 16,414

投資その他の資産 1,485,638 1,743,324

投資有価証券 765,298 946,228

繰延税金資産 149,074 193,721

その他 571,266 603,374

資産合計 7,535,552 8,145,904

連結貸借対照表 （単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2018年3月31日現在

当期
2019年3月31日現在

負 債 の 部

流動負債 1,860,775 2,249,681
買掛金 679,565 718,254
短期借入金 240,000 240,000
未払法人税等 184,687 274,030
賞与引当金 260,186 310,628
役員賞与引当金 35,400 46,000
受注損失引当金 148 12,530
その他 460,787 648,237

固定負債 518,646 532,770
株式報酬引当金 105,165 153,635
退職給付に係る負債 67,509 36,237
資産除去債務 132,325 133,032
役員退職慰労引当金 20,767 －
その他 192,879 209,863

負債合計 2,379,422 2,782,451

純 資 産 の 部

株主資本 5,050,151 5,236,193
資本金 768,978 768,978
資本剰余金 759,707 824,562
利益剰余金 4,493,163 4,865,072
自己株式 △971,698 △1,222,419

その他の包括利益累計額 79,940 94,863
その他有価証券評価差額金 111,601 132,198
為替換算調整勘定 △2,726 △2,612
退職給付に係る調整累計額 △28,933 △34,722

非支配株主持分 26,038 32,394

純資産合計 5,156,130 5,363,452

負債純資産合計 7,535,552 8,145,904

連結計算書類

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2017年4月1日から2018年3月31日まで

当期
2018年4月1日から2019年3月31日まで

売上高 13,559,365 14,325,325
売上原価 11,215,153 11,876,491

売上総利益 2,344,212 2,448,834
販売費及び一般管理費 1,489,096 1,527,243

営業利益 855,116 921,590
営業外収益 50,983 51,242
受取利息 7,755 3,674
受取配当金 9,559 13,654
投資有価証券売却益 23,758 8,436
受取保険金 2,989 5,575
保険解約返戻金 － 12,551
その他 6,919 7,350

営業外費用 13,280 12,904
支払利息 1,973 1,648
支払手数料 4,396 3,704
為替差損 720 4,099
自己株式取得費用 363 2,656
その他 5,827 796
経常利益 892,818 959,928

税金等調整前当期純利益 892,818 959,928
法人税、住民税及び事業税 323,814 406,461
法人税等調整額 △1,426 △50,713
当期純利益 570,429 604,179
非支配株主に帰属する当期純利益 2,938 7,566
親会社株主に帰属する当期純利益 567,491 596,613

連結損益計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2018年3月31日現在

当期
2019年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 5,253,186 5,498,832

現金及び預金 2,511,479 2,662,044

売掛金 2,268,821 2,401,247

有価証券 300,000 100,000

仕掛品 73,855 181,465

その他 99,029 154,075

固定資産 1,862,707 2,100,171

有形固定資産 248,819 212,731

建物 197,439 169,427

器具備品 37,788 34,776

土地 1,613 1,613

リース資産 11,977 6,913

無形固定資産 20,019 16,195

ソフトウェア 16,903 13,083

その他 3,116 3,112

投資その他の資産 1,593,868 1,871,243

投資有価証券 765,298 946,228

関係会社株式 50,000 50,000

関係会社出資金 107,627 107,627

前払年金費用 － 33,204

繰延税金資産 119,407 157,725

その他 551,535 576,457

資産合計 7,115,894 7,599,003

貸借対照表 （単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2018年3月31日現在

当期
2019年3月31日現在

負 債 の 部
流動負債 1,738,562 2,060,511
買掛金 631,092 656,527
短期借入金 240,000 240,000
リース債務 5,501 4,208
未払金 206,659 223,890
未払費用 145,488 160,674
未払法人税等 172,745 234,728
前受金 900 125,172
預り金 66,820 81,362
賞与引当金 236,306 280,019
役員賞与引当金 32,900 41,000
受注損失引当金 148 12,530
その他 － 396

固定負債 421,334 462,880
リース債務 7,504 3,296
株式報酬引当金 105,165 153,635
資産除去債務 120,035 120,573
退職給付引当金 3,254 －
その他 185,375 185,375

負債合計 2,159,896 2,523,392
純 資 産 の 部

株主資本 4,844,396 4,943,413
資本金 768,978 768,978
資本剰余金 762,290 827,145
　資本準備金 708,018 708,018
　その他資本剰余金 54,272 119,127
利益剰余金 4,284,825 4,569,708
　利益準備金 23,700 23,700
　その他利益剰余金 4,261,125 4,546,008
　　新事業開拓事業者
　　投資損失準備金 22,769 27,803
　　別途積立金 125,000 125,000
　　繰越利益剰余金 4,113,355 4,393,205
自己株式 △971,698 △1,222,419

評価・換算差額等 111,601 132,198
その他有価証券評価差額金 111,601 132,198

純資産合計 4,955,997 5,075,611
負債純資産合計 7,115,894 7,599,003

計算書類

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）

科　　目 前期（監査対象外）
2017年4月1日から2018年3月31日まで

当期
2018年4月1日から2019年3月31日まで

売上高 12,408,558 12,724,894
売上原価 10,219,279 10,529,292

売上総利益 2,189,278 2,195,602

販売費及び一般管理費 1,379,696 1,416,633

営業利益 809,582 778,968

営業外収益 50,686 53,085

受取利息 187 107

有価証券利息 7,534 3,445

受取配当金 13,655 21,191

投資有価証券売却益 23,758 8,436

役員保険解約返戻金 － 10,159

受取保険金 2,989 5,575

その他 2,561 4,168

営業外費用 14,966 12,534

支払利息 1,973 1,648

支払手数料 4,396 3,704

為替差損 2,233 3,659

自己株式取得費用 363 2,656

その他 5,999 865

経常利益 845,302 819,520

税引前当期純利益 845,302 819,520
法人税、住民税及び事業税 303,482 357,340

法人税等調整額 △2,617 △47,408

当期純利益 544,436 509,587

損益計算書

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年5月24日

株式会社キューブシステム
　取 締 役 会 御 中 　

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林　　　敬　子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 斎　藤　毅　文 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社キューブシステムの2018年4月1日から2019年3月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社キューブシステム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年5月24日

株式会社キューブシステム
　取 締 役 会 御 中 　

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林　　　敬　子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 斎　藤　毅　文 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社キューブシステムの2018年4月1日から2019年
3月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第47期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、常勤監査役が子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会に出席
するほか、その子会社の取締役及び使用人と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受け、また子会社に赴き、経営管理の状況を把握しました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び2．監査の結果連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果

　（1）事業報告等の監査結果

　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

　　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果

　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2019年5月24日

株式会社キューブシステム　監査役会
常勤監査役 関 口 昭 茂 ㊞
常勤監査役 慶 田 一 郎 ㊞
常勤監査役 中 井 淳 夫 ㊞

（注）常勤監査役関口昭茂、常勤監査役慶田一郎及び常勤監査役中井淳夫は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定

める社外監査役であります。

以　上
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（ご参考）

■ 取締役体制（2019年6月26日付）

取締役
飯田　賢一郎

代表取締役
﨑山　收

取締役
山岡　一裕

社外取締役
関端　広輝

社外取締役
椎野　孝雄

後
列

前
列

取締役
栃澤　正樹

取締役
内田　敏雄
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■ 監査役体制（2019年6月26日付）

常勤監査役
関口　昭茂

常勤監査役
中井　淳夫

常勤監査役
冨田　隆司
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（ご参考）

■ 業務執行体制（2019年4月1日付）

執行役員
早瀬　浩昭

執行役員
斉藤　正晃

上席執行役員
小髙　実

執行役員
加藤　敏朗

執行役員
米田　敏

上席執行役員
熊谷　謙吉

執行役員
藍原　広治

後
列

常務執行役員
山岡　一裕

前
列

常務執行役員
中西　雅洋

専務執行役員
栃澤　正樹

社長
﨑山　收

専務執行役員
飯田　賢一郎

常務執行役員
西村　秀明
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社 名 株式会社キューブシステム

設 立 昭和47年（1972年）7月5日

資 本 金 7億6,897万円

年 商 143億円（2019年3月期、連結）

従 業 員 数 766名（2019年4月1日現在、連結）

上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第一部

本 社 東京都品川区大崎2-11-1大崎ウィズタワー

子 会 社
株式会社北海道キューブシステム
CUBESYSTEMVIETNAMCO.,LTD.
上海求歩信息系統有限公司

■ 会社概要

■ 株主メモ
（ご注意）
1.株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承る
こととなっております。口座を開設されている証券会社等にお問
い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお
取り扱いできませんのでご注意ください。

2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
左記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わ
せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎ
いたします。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支
払いいたします。

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月中

上 記 基 準 日 毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めます。

配当金受領株主確定日 毎年3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

公 告 方 法 電子公告
（当社ホームページ
https://www.cubesystem.co.jp/に掲載。）
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に
掲載する。
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という社名は、

の頭文字から名付けられました。

Customer

Brain

Emotional mind

=「顧客第一」をモットーに

=高度な「知力・知見」を発揮して

=感動をもたらすソリューションを

先進性

キューブシステムの“多面性”とは

1972年の誕生以来、
“独立系システムインテグレーター”として
特定のメーカーや機種にとらわれることなく、
先進の技術・ノウハウを蓄積

顧客一人ひとりと向き合い、耳を澄ませて、
言葉を尽くして、本質的な「対話」を繰り返す
高度なコミュニケーション能力をもつ人材を育成

何ら制約のない独立系企業としての
“チャレンジ精神”を発揮し、常に顧客にとって、
パートナーにとって、自分たちにとっての最適解を追求

海外パートナーとの連携や
オフショア開発なども視野に入れながら、
グローバルかつ柔軟なビジネスモデル構築に挑戦

幅広く奥深い知識・知見をベースに、
多彩なシステム開発論／ツール技術、
分散処理・ネットワーク技術など各種要素技術を獲得

社員の自立と行動を尊重し、
絶えず自らを変革していくことで、既存の価値観によって
膠着することのない、若く、機動的な組織・風土を形成

ADVANCE

人間性
HUMANITY

行動力
VITALITY

国際性
INTERNATIONAL

技術力
TECHNOLOGY

若さ
YOUTH

そして、もう一つ、この社名には「自らもCUBE（正六面体）のような“多面性”を発揮しながら、
成長していきたい」という私たちの願いが込められています。

（ご参考）

■ 社名の意味
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メモ



山
手
通
り

目黒川

JR・りんかい線 大崎駅

大崎ニューシティ

ゲートシティ大崎

アートヴィレッジ
大崎

小関橋交差点

スターバックスコーヒー
大崎
ブライトプラザ

小関橋

大崎ブライトコアホール

南改札

北改札

西口

東口

新西口 新東口

エレベーター

エスカレーター

A C

B

D

セブンイレブン

第47回定時株主総会 会場のご案内

【会　場】 大崎ブライトコア 3階 「大崎ブライトコアホール」
東京都品川区北品川5丁目5番15号

【交　通】 JR 山手線・JR 埼京線・JR 湘南新宿ライン・りんかい線
「大崎駅」新東口（南改札） 徒歩約5分

※会場周辺の混雑が予想されますので、余裕を持ってお越しください。

株主総会当日はお土産をご用意しておりますが、
ご提出の議決権行使書の枚数にかかわらず、ご来
場の株主様お一人につき１つとさせていただきます。

1 南改札口を出て左手、新東口へ
南改札Aを出て左手、新東口B方面へと
お進みください。

2 1階に降りてください
正面に見えるエレベーター
C、または左奥に設置され
たエスカレーターDで1階
に降りてください。
※エレベーターCをご利用の際は、1階に降りたら
Uターンしてください。

3 小関橋を渡りさらに直進してください
1階に降り、そのまま直進すると川が見え
てきます。
小関橋を渡り、さらに直進してください。

4 セブンイレブンが１階に入ったビルの
３階になります

直進するとスターバックスコーヒーが左手
に見えてきます。
小関橋交差点を渡り、セブンイレブンが
１階に入ったビルの３階が「大崎ブライト
コアホール」です。

C
D

出発地から株主総会
会場までスマホが
ご案内します。

スマートフォン
でQRコードを
読み取りください。


